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(57)【要約】
【課題】絶縁性、架橋特性に優れた太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物、及びそれ
を用いた太陽電池封止材および太陽電池モジュールを提供すること。
【解決手段】
　下記の成分（Ａ）及び成分（Ｂ）を含有することを特徴とし、かつ温度２３℃、印加電
圧５００Ｖで測定される体積抵抗率が１．０×１０１６Ω・ｃｍ以上である、太陽電池封
止材用ポリエチレン樹脂組成物。
　成分（Ａ）：下記（ａ１）～（ａ３）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合
体
　（ａ１）前記エチレン・α－オレフィン共重合体全体に対して、エチレンに由来する構
成単位の含有割合が８０～９７ｍｏｌ％であるとともに、炭素数３～２０のα－オレフィ
ンに由来する構成単位の含有割合が３～２０ｍｏｌ％
　（ａ２）ＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）が０．１～１００ｇ／１０分
　（ａ３）密度が０．８６０～０．９２０ｇ／ｃｍ３

　成分（Ｂ）：平均粒径が１μｍ以下であることを特徴とする無機充填剤
【選択図】なし



(2) JP 2017-183479 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分（Ａ）及び成分（Ｂ）を含有することを特徴とし、かつ温度２３℃、印加電
圧５００Ｖで測定される体積抵抗率が１．０×１０１６Ω・ｃｍ以上である、太陽電池封
止材用ポリエチレン樹脂組成物。
　成分（Ａ）：下記（ａ１）～（ａ３）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合
体
　（ａ１）前記エチレン・α－オレフィン共重合体全体に対して、エチレンに由来する構
成単位の含有割合が８０～９７ｍｏｌ％であるとともに、炭素数３～２０のα－オレフィ
ンに由来する構成単位の含有割合が３～２０ｍｏｌ％
　（ａ２）ＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）が０．１～１００ｇ／１０分
　（ａ３）密度が０．８６０～０．９２０ｇ／ｃｍ３

　成分（Ｂ）：平均粒径が１μｍ以下であることを特徴とする無機充填剤
【請求項２】
　前記成分（Ａ）が、さらに下記特性（ａ４）の特性を有するエチレン・α－オレフィン
共重合体であることを特徴とする請求項１に記載の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組
成物。
　（ａ４）エチレン・α－オレフィン共重合体中のビニル、ビニリデン、シス－ビニレン
、トランス－ビニレン、及び三置換－ビニレンの合計量が、主鎖、側鎖の合計１０００個
の炭素数あたり０．２２個以上
　（ただし、ビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニ
レンの各個数は、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数であ
る。）
【請求項３】
　前記成分（Ａ）が、さらに下記特性（ａ５）の特性を有するエチレン・α－オレフィン
共重合体であることを特徴とする請求項１または２記載の太陽電池封止材用ポリエチレン
樹脂組成物。
　（ａ５）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）と、ビ
ニルおよびビニリデンの合計量（Ｖ）が下記式（１）の関係を満たす。
　式（１）：Ｎ×Ｖ≧１０
　（ただし、ＮおよびＶは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あた
りの数である。）
【請求項４】
　前記成分（Ａ）が、さらに下記（ａ６）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重
合体であることを特徴とする請求項３に記載の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物
。
　（ａ６）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）が、下
記式（２）の関係を満たす。
　式（２）：５４≦Ｎ
　（ただし、Ｎは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数で
ある。）
【請求項５】
　前記成分（Ｂ）の含有量が、前記成分（Ａ）１００重量部に対して、０．０１～１重量
部であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の太陽電池封止材用ポリエチレ
ン樹脂組成物。
【請求項６】
　さらに、下記成分（Ｃ）を含有することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の
太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物。
　成分（Ｃ）：有機過酸化物
【請求項７】
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　前記成分（Ｃ）の含有量が、前記成分（Ａ）１００重量部に対して、０．２～５重量部
であることを特徴とする請求項６に記載の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物を用いた太
陽電池封止材。
【請求項９】
　請求項８に記載の太陽電池封止材を用いた太陽電池モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物、並びにそれを用いた太陽電池封
止材及び太陽電池モジュールに関し、より詳しくは、エチレン・α－オレフィン共重合体
などから成る、絶縁性、架橋特性に優れたポリエチレン樹脂組成物、及びそれを用いた太
陽電池封止材および太陽電池モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ポリエチレン樹脂は、加工性、耐湿性、柔軟性、絶縁性が良好なことから、太陽電池、
ケーブルなどの電子材料に使用されている。また、これらの用途においては多くの場合、
耐熱性、機械的強度を向上させるため、ポリエチレン樹脂を架橋させて使用する。架橋反
応は、電子線照射またはラジカル反応性の高い添加剤、例えば有機過酸化物の利用により
実施されている。
【０００３】
　高い絶縁性を示すポリエチレン樹脂組成物を得るために、酸化ビスマス系化合物等の無
機化合物からなるイオン捕捉剤の添加が提案されている（特許文献１参照）。例示されて
いるポリエチレン樹脂組成物に関して、イオン捕捉剤の添加により絶縁性の指標である体
積抵抗率が改善することが記載されている。
【０００４】
　絶縁性が低下することにより、電子材料からの漏れ電流が増加する。例えば、太陽電池
の場合、漏れ電流の影響により、発電能力の低下が起こるＰＩＤ（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　
Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）現象の発生が報告される例もある。そこで、
体積抵抗率の高い太陽電池封止材を製造することで、ＰＩＤ現象を抑制することができる
。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献に記載のポリエチレン樹脂組成物は、架橋特性については
触れられておらず、改良の余地がある。
【０００６】
　架橋特性については、本出願人は、先に、太陽電池封止材に用いるエチレン・α－オレ
フィン共重合体において、その架橋性（耐熱性）を向上するため種々検討した経緯におい
て、エチレン・αーオレフィン共重合体に含まれる分岐数が多い、あるいは二重結合数が
多いと、良好な架橋特性が得られることを報告している（特許文献２，３参照）。しかし
、エチレン・α－オレフィン共重合体に含まれる二重結合には、種々の二重結合（ビニル
、ビニリデン、シスービニレン、トランス－ビニレン、三置換オレフィン）があり、これ
らの二重結合の種類の違いによる架橋特性発現への寄与について、全てが良好な架橋特性
発現に同程度関与するか否か、又は、分岐数、二重結合数はオレフィン共重合体において
独立に決まるものであるが、架橋特性発現のためには、この２つの一方だけ満たせばいい
のか否かについては言及されていない。
【０００７】
　このように、従来の技術では、絶縁性、架橋特性に優れるポリエチレン樹脂組成物は得
られていなかった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－１５０２４６号公報
【特許文献２】特開２０１２－００９６８８号公報
【特許文献３】特開２０１２－００９６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、かかる従来技術の問題点に鑑み、エチレン・α－オレフィン共重合体
などから成る、絶縁性、架橋特性に優れた太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物、及
びそれを用いた太陽電池封止材および太陽電池モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記問題を解決すべく鋭意検討した結果、ポリエチレン樹脂として特定の
ＭＦＲ、密度、α－オレフィン含有割合などの特性を有するエチレン・α－オレフィン共
重合体を選択し、これに特定の無機充填剤、好ましくは更に有機過酸化物を配合すること
により、絶縁性、架橋特性に優れる太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が得られ、
これを用いることで太陽電池に発生するＰＩＤ現象を抑制する太陽電池封止材が得られる
との知見を得て、本発明を完成させるに至った。
【００１１】
　即ち、本発明の第１の発明によれば、下記成分（Ａ）および（Ｂ）を含有することを特
徴とし、かつ温度２３℃、印加電圧５００Ｖで測定される体積抵抗率が１．０×１０１６

Ω・ｃｍ以上である太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
　成分（Ａ）：下記（ａ１）～（ａ３）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合
体
　（ａ１）前記エチレン・α－オレフィン共重合体全体に対してエチレンに由来する構成
単位の含有割合が８０～９７ｍｏｌ％であるとともに、炭素数３～２０のα－オレフィン
に由来する構成単位の含有割合が３～２０ｍｏｌ％
　（ａ２）ＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）が０．１～１００ｇ／１０分
　（ａ３）密度が０．８６０～０．９２０ｇ／ｃｍ３

　成分（Ｂ）：平均粒径が１μｍ以下であることを特徴とする無機充填剤
【００１２】
　また、本発明の第２の発明によれば、第１の発明において、成分（Ａ）が、さらに下記
特性（ａ４）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合体であることを特徴とする
太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
　（ａ４）エチレン・α－オレフィン共重合体中のビニル、ビニリデン、シス－ビニレン
、トランス－ビニレン、三置換－ビニレンの合計量が、主鎖、側鎖の合計１０００個の炭
素数あたり０．２２個以上
　（ただし、ビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニ
レンの各個数は、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数であ
る。）
【００１３】
　また、本発明の第３の発明によれば、第１または第２の発明において、成分（Ａ）が、
さらに下記特性（ａ５）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合体であることを
特徴とする太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
　（ａ５）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）と、ビ
ニルおよびビニリデンの合計量（Ｖ）が下記式（１）の関係を満たす。
　式（１）：Ｎ×Ｖ≧１０
　（ただし、ＮおよびＶは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あた
りの数である。）
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【００１４】
　また、本発明の第４の発明によれば、第３の発明において、成分（Ａ）が、さらに下記
特性（ａ６）の特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合体であることを特徴とする
太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
　（ａ６）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）が、下
記式（２）の関係を満たす。
　式（２）：５４≦Ｎ
　（ただし、Ｎは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数で
ある。）
【００１５】
　また、本発明の第５の発明によれば、第１～第４のいずれかの発明において、成分（Ｂ
）の含有量が、成分（Ａ）１００重量部に対して、０．０１～１重量部であることを特徴
とする太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
【００１６】
　また、本発明の第６の発明によれば、第１～第５のいずれかの発明において、下記成分
（Ｃ）を含有することを特徴とする太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物が提供され
る。
　成分（Ｃ）：有機過酸化物
【００１７】
　また、本発明の第７の発明によれば、第６の発明において、成分（Ｃ）の含有量が、成
分（Ａ）１００重量部に対して、０．２～５重量部であることを特徴とする太陽電池封止
材用ポリエチレン樹脂組成物が提供される。
【００１８】
　一方、本発明の第８の発明によれば、第１～第７のいずれかの発明に係る太陽電池封止
材用ポリエチレン樹脂組成物からなる太陽電池封止材が提供される。
【００１９】
　また、本発明の第９の発明によれば、第８の発明に係る太陽電池封止材を用いた太陽電
池モジュールが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物は、特定のＭＦＲ、密度、α－オレ
フィン含有割合などの特性を有するエチレン・α－オレフィン共重合体を主成分とし、こ
れに平均粒径が１μｍ以下である無機充填剤および、好ましくは更に有機過酸化物を配合
している。該ポリエチレン樹脂組成物は、加工する際にエチレン・α－オレフィン共重合
体が比較的短時間で架橋でき、太陽電池封止材用途に使用する場合、ＰＩＤ現象を抑制す
ることができる。また、得られた太陽電池モジュールは、耐熱性、耐候性に優れるものと
なり、長期間安定した変換効率を維持することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、樹脂成分として特定のエチレン・α－オレフィン共重合体及び無機充填剤、
、好ましくは更に有機過酸化物を含む太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物、並びに
それを用いた太陽電池封止材及び太陽電池モジュールに係るものである。
　以下、本発明において用いられる各成分、得られる樹脂組成物、それを用いた太陽電池
封止材等について詳細に説明する。
【００２２】
Ｉ．太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物
　本発明の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物（以下、単に樹脂組成物ともいう。
）は、下記の成分（Ａ）であるエチレン・α－オレフィン共重合体および成分（Ｂ）であ
る無機充填剤を含有し、かつ温度２３℃、印加電圧５００Ｖで測定される体積抵抗率が１
．０×１０１６Ω・ｃｍ以上であることを特徴とする。
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【００２３】
　本発明で用いるポリエチレン樹脂組成物は、温度２３℃、印加電圧５００Ｖで測定され
る体積抵抗率が１．０×１０１６Ω・ｃｍ以上、好ましくは１．０×１０１７Ω・ｃｍ以
上である。体積抵抗率が１．０×１０１６Ω・ｃｍ以上のポリエチレン樹脂組成物は絶縁
性能に優れており、例えば、太陽電池封止材用途では、ｎ型セルを使用した太陽電池モジ
ュールにおいて、ＰＩＤの発生を抑制することができる。
【００２４】
１．成分（Ａ）
　本発明に用いる成分（Ａ）は、エチレンとα－オレフィンの１種以上を共重合してなり
、下記（ａ１）～（ａ３）の特性を満たし、さらに好ましくは（ａ４）～（ａ６）の特性
を満たすエチレン・α－オレフィン共重合体である。
（ａ１）前記エチレン・α－オレフィン共重合体全体に対して、エチレンに由来する構成
単位の含有割合が８０～９７ｍｏｌ％であるとともに、炭素数３～２０のα－オレフィン
に由来する構成単位の含有割合が３～２０ｍｏｌ％
（ａ２）ＭＦＲ（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）が０．１～１００ｇ／１０分
（ａ３）密度が０．８６０～０．９２０ｇ／ｃｍ３

（ａ４）エチレン・α－オレフィン共重合体中のビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、
トランス－ビニレン、三置換－ビニレンの合計量が、主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素
数あたり０．２２個（すなわち、０．２２個／ｔｏｔａｌ １０００Ｃ）以上
（ただし、ビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニレ
ンの個数は、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数である。
）
（ａ５）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）と、ビニ
ルおよびビニリデンの合計量（Ｖ）が下記式（１）の関係を満たす。
　式（１）：Ｎ×Ｖ≧１０
　（ただし、ＮおよびＶは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あた
りの数である。）
（ａ６）エチレン・α－オレフィン共重合体中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）が、下記
式（２）の関係を満たす。
　式（２）：５４≦Ｎ
（ただし、Ｎは、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数であ
る。）
【００２５】
（ｉ）成分（Ａ）のモノマー構成
　本発明に使用される成分（Ａ）であるエチレン・α－オレフィン共重合体は、エチレン
から誘導される構成単位を主成分としたエチレンとα－オレフィンのランダム共重合体で
ある。
　コモノマーとして用いられるα－オレフィンは、炭素数３～２０であり、好ましくは炭
素数３～１２のα－オレフィンである。具体的には、プロピレン、１－ブテン、１－ペン
テン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－ヘプテン、４－メチル－ペンテン－１、４－メ
チル－ヘキセン－１、４，４－ジメチルペンテン－１等を挙げることができる。かかるエ
チレン・α－オレフィン共重合体の具体例としては、エチレン・プロピレン共重合体、エ
チレン・１－ブテン共合体、エチレン・１－ヘキセン共重合体、エチレン・１－オクテン
共重合体、エチレン・４－メチル－ペンテン－１共重合体等が挙げられる。なかでも、エ
チレン・１－ブテン共重合体、エチレン・１－ヘキセン共重合体が好ましい。また、α－
オレフィンは１種または２種以上の組み合わせでもよい。２種のα－オレフィンを組み合
わせて三元共重合体とする場合は、エチレン・プロピレン・１－ヘキセン三元共重合体、
エチレン・１－ブテン・１－ヘキセン三元共重合体、エチレン・プロピレン・１－オクテ
ン三元共重合体、エチレン・１－ブテン・１－オクテン三元共重合体等が挙げられる。
　コモノマーとして、１，５－ヘキサジエン、１，６－ヘプタジエン、１，７－オクタジ
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エン、１，８－ノナジエン、及び１，９－デカジエン等のジエン化合物を、α－オレフィ
ンに少量配合してもよい。これらのジエン化合物を配合すると、長鎖分岐ができるので、
エチレン・α－オレフィン共重合体の結晶性を低下させ、柔軟性、接着性等が良くなり、
分子間の架橋剤ともなるので、機械的強度が増加する。また長鎖分岐の末端基は、不飽和
基であるから、有機過酸化物による架橋反応や、酸無水物基含有化合物若しくはエポキシ
基含有化合物との共重合反応やグラフト反応を容易におこすことができる。
【００２６】
（ａ１）エチレンおよびα－オレフィン由来構成単位の含有割合
　本発明で用いるエチレン・α－オレフィン共重合体は、そのα－オレフィンに由来する
構成単位の含有割合が、エチレン・α－オレフィン共重合体全体に対して３～２０ｍｏｌ
％であり、好ましくは、１２～１５ｍｏｌ％である。この範囲であれば、シート等の柔軟
性と架橋後の耐熱性が良好になる。α－オレフィンに由来する構成単位の含有割合が３ｍ
ｏｌ％を下回ると、ポリエチレンの柔軟性が悪化することがある。一方、２０ｍｏｌ％を
上回ると、ポリエチレンの軟化点が下がりすぎるため、得られたシート等のブロッキング
が悪くなり、取り扱い性に欠けるものとなる。したがって、エチレン・α－オレフィン共
重合体に対するエチレンに由来する構成単位の含有割合は、８０～９７ｍｏｌ％である。
【００２７】
（ｉｉ）成分（Ａ）の特性
（ａ２）ＭＦＲ
　本発明で用いる成分（Ａ）は、ＭＦＲが０．１～１００ｇ／１０分であり、好ましくは
５～５０ｇ／１０分、さらに好ましくは２０～３０ｇ／１０分である。エチレン・α－オ
レフィン共重合体のＭＦＲが０．１ｇ／１０分未満では、分子量が高すぎて混練時に押出
が困難になり、一方、ＭＦＲが１００ｇ／１０分を超えると溶融粘度が低くなりすぎて、
取り扱い性に欠けるものとなる。成分（Ａ）のＭＦＲは、ＪＩＳ－Ｋ６９２２－２：１９
９７附属書（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）に準拠して測定する。
【００２８】
（ａ３）密度
　本発明で用いる成分（Ａ）は、密度が０．８６０～０．９２０ｇ／ｃｍ３であり、好ま
しくは０．８６５～０．９１５ｇ／ｃｍ３、さらに好ましくは０．８７０～０．９００ｇ
／ｃｍ３である。成分（Ａ）の密度が０．８６０ｇ／ｃｍ３未満では、加工後のシートが
ブロッキングしてしまい、一方、密度が０．９２０ｇ／ｃｍ３を超えると加工後のシート
の剛性が高すぎて、取り扱い性に欠けるものとなる。
　ポリマーの密度を調節するには、例えばα－オレフィン含有量、重合温度、触媒量など
適宜調節する方法がとられる。なお、成分（Ａ）の密度は、ＪＩＳ－Ｋ６９２２－２：１
９９７附属書（低密度ポリエチレンの場合）に準拠して測定する（２３℃）。
【００２９】
（ａ４）ビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニレン
　本発明で用いる成分（Ａ）は、二重結合基であるビニル、ビニリデン、シス－ビニレン
、トランス－ビニレン、三置換－ビニレンの合計量が特定の範囲でなければならない。こ
こで、ビニル、ビニリデン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニレンの
各個数は、ＮＭＲで測定した主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数である。
　すなわち、本発明においては、エチレン・α－オレフィン共重合体中のビニル、ビニリ
デン、シス－ビニレン、トランス－ビニレン、三置換－ビニレンの合計量が、主鎖、側鎖
の合計１０００個の炭素数あたり０．２２個（すなわち、０．２２個／ｔｏｔａｌ　１０
００Ｃ）以上のものを使用する。合計量は、０．２５以上が好ましく、０．３０以上がよ
り好ましく、０．４０以上がさらに好ましく、０．５０以上が特に好ましい。二重結合の
合計量を調整する方法としては適当な触媒の選択、重合温度、コモノマーの種類を適宜調
節する方法などが挙げられる。
　これらの基は不飽和結合を有することから、エチレン・α－オレフィン共重合体中に合
計で０．２２個以上存在することにより、架橋性を高めることができる。
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【００３０】
　ここで、上記二重結合基の合計量、すなわち不飽和結合数は、１Ｈ－ＮＭＲ法によって
測定することができる。
　ポリマー中のビニル、ビニリデン、シス・トランス－ビニレンの合計、三置換－ビニレ
ンは、１Ｈ－ＮＭＲにより測定し、主鎖及び側鎖合計１０００個の炭素あたりの個数で求
めることができる。
　具体的には化学シフト０．４～２．８ｐｐｍの間に現れる飽和アルキル鎖由来のピーク
面積と４．７ｐｐｍ付近のビニリデン由来のピーク面積の比から炭素数１０００個当たり
のビニリデン数を算出した。なお、ビニルについては４．９ｐｐｍ付近、三置換ビニレン
については５．２ｐｐｍ付近、シス及びトランス－ビニレンについては５．４ｐｐｍ付近
の各特性ピークの強度を用いる。
【００３１】
（ａ５、ａ６）コモノマーによる分岐数（Ｎ）とビニル及びビニリデンの個数（Ｖ）との
関係
　本発明で用いる成分（Ａ）は、コモノマーによる分岐数（Ｎ）とビニル及びビニリデン
の合計数（Ｖ）が、下記式（１）を満たすことが好ましい。
　　　　式（１）：Ｎ×Ｖ≧１０
　ここで、分岐数（Ｎ）及びビニル、ビニリデンの個数（Ｖ）は、ＮＭＲで測定した主鎖
、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数（個／ｔｏｔａｌ１０００Ｃ）である。
【００３２】
　なお、ポリマー中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）は、ポリマー中に含まれる三級炭素
の量を示し、ＮＭＲで測定した、主鎖、側鎖の合計１０００個の炭素数あたりの数であり
、例えばＥ．　Ｗ．　Ｈａｎｓｅｎ，　Ｒ．　Ｂｌｏｍ，　ａｎｄ　Ｏ．　Ｍ．　Ｂａｄ
ｅ，　Ｐｏｌｙｍｅｒ，　３６巻　４２９５頁（１９９７年）を参考に１３Ｃ－ＮＭＲス
ペクトルから算出することができる。　ポリマー中のコモノマーによる分岐数（Ｎ）は、
製造時のα－オレフィンの添加量、重合温度等の重合条件により調整することができる。
本発明のポリマーの分岐数は、好ましくは５４≦Ｎである。この範囲を満たすことで、架
橋効率をより高めることができる。
【００３３】
　エチレン・α－オレフィン共重合体中のビニル基及びビニリデン基の個数（Ｖ）は、式
１を満たす限りにおいて、０．１０（個／ｔｏｔａｌ １０００Ｃ）以上が好ましく、０
．１２以上がより好ましく、０．１７以上がさらに好ましく、０．２以上が特に好ましい
。ビニルとビニリデンの個々の量は、特に制限されないが、例えば、ビニル、ビニリデン
は、それぞれ０．０５以上が好ましい。
　また、ビニルおよびビニリデンの個数は重合温度等の製造条件、又は、コモノマーとし
てジエン化合物を用いることで調整することができる。
【００３４】
（ｉｉｉ）成分（Ａ）の重合触媒系及び重合法
　本発明で使用される成分（Ａ）の製造に用いられる触媒としては、特に限定されず、従
来公知のチーグラー触媒、バナジウム触媒又はメタロセン触媒等を用いることができるが
、好ましくはバナジウム触媒又はメタロセン触媒、より好ましくはメタロセン触媒を用い
る。
　メタロセン触媒としては、特に限定されるわけではないが、シクロペンタジエニル骨格
を有する基等が配位したジルコニウム化合物などのメタロセン化合物と助触媒とを触媒成
分とする触媒が挙げられる。特に、シクロペンタジエニル骨格を有する基等が配位したジ
ルコニウム化合物などのメタロセン化合物を使用するのが好ましい。
　製造法としては、特に限定されず、高圧イオン重合法、気相法、溶液法、スラリー法等
を用いることができるが、本発明に係る二重結合を調整したエチレン・α－オレフィン共
重合体を得るためには１５０～３３０℃の高温で重合を行うことが望ましいため、高圧イ
オン重合法を利用するのが好ましい（「ポリエチレン技術読本」第４章、松浦一雄・三上
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尚孝　編著、２００１年）。
【００３５】
２．成分（Ｂ）
　本発明に用いる成分（Ｂ）は、微粒子状の無機充填剤であり、より具体的には、平均粒
径が１μｍ以下の無機充填剤である。かかる無機充填剤は、ポリエチレン樹脂の分子鎖運
動を抑制させ、電荷の移動を阻害するために用いられる。
　無機充填剤の材料は下記のミクロン単位又はナノ単位の一次平均粒子径が得られる材料
であれば特に限定されないが、金属酸化物、金属塩、炭素材料などから選択することが可
能であり、例えば、シリカ、アルミナ、酸化マグネシウム等が挙げられ、シリカ又は酸化
マグネシウムが特に好適である。
　シリカとしては、例えば、無定形シリカ、溶融シリカ、結晶シリカ、合成シリカ、中空
シリカ等が挙げられる。またシリカとしては球形シリカが好ましい。無機充填材は１種単
独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。　 
【００３６】
　本願発明の特徴の一つは、成分（Ｂ）の無機充填剤として平均粒径が１μｍ以下のもの
を用いることにある。平均粒径は、太陽電池封止材として必要な透明性等の光学特性を満
たすためには、１μｍ以下、好ましくは０．７μｍ以下、０．５μｍ以下がさらに好まし
い。一方、樹脂組成物を使用して封止材を形成する際に適度な粘度を有し取り扱い性の良
好な封止材を得る観点から、無機充填材の平均粒径は、０．０１μｍ以上が好ましく、０
．０３μｍ以上がより好ましく、０．０５μｍ以上、０．０７μｍ以上、又は０．１μｍ
以上がさらに好ましい。
　無機充填剤の平均粒径とは、一次粒子の平均粒径（一次体積平均粒子径）を言い、無機
充填剤の平均粒径はミー（Ｍｉｅ）散乱理論に基づくレーザー回折・散乱法により測定す
ることができる。具体的にはレーザー回折式粒度分布測定装置により、無機充填材の粒度
分布を体積基準で作成し、そのメディアン径を平均粒径とすることで測定することができ
る。測定サンプルは、無機充填剤を超音波により水中に分散させたものを好ましく使用す
ることができる。レーザー回折式粒度分布測定装置としては、（株）堀場製作所製「ＬＡ
－５００」、「ＬＡ－７５０」、「ＬＡ－９５０」等を使用することができる。
【００３７】
　更に、本発明で用いる無機充填剤は、高純度で不純物が少なく、特にイオン不純物、そ
の中でも陰イオン不純物が少ない充填剤を用いると好ましい。
　具体的には、純度として、９５重量％以上、好ましくは９９％重量％以上、更に好まし
くは９９．５重量％以上、特に好ましくは９９．８重量％以上の純度を示す、無機充填剤
を用いることが挙げられる。特に、不純物中、特に、ＳＯ４やＳＯ３、Ｃｌ等の陰イオン
性の不純物含有量が合計で１００ｐｐｍ以下、好ましくは、合計で５０ｐｐｍ以下、更に
好ましくは、各々の陰イオン性不純物が、１０ｐｐｍ以下であることが、太陽電池封止材
として用いる点で好ましい。
　このような純度の高い無機充填剤は、近年の無機充填剤の製造方法の改良によって得ら
れるものであり、具体的には厳選した原料に特別な種々の製造方法の選択及び後処理前処
理条件の選択により得られる。
　例えば、上記の平均粒径及び高純度を有する無機充填剤の例としては、球状溶融シリカ
としては、（株）アドマテックス製「ＳＣ２０００Ｇ－ＳＱＶ」等が挙げられる。
酸化マグネシウムとしては、タテホ化学工業株式会社製の高純度酸化マグネシウム「ＰＵ
ＲＥＭＡＧ（登録商標）ＦＮＭ－Ｇ」が挙げられる。
【００３８】
　無機充填剤は、耐湿性及び分散性を高める観点から、アミノシラン系カップリング剤、
エポキシシラン系カップリング剤、メルカプトシラン系カップリング剤、シラン系カップ
リング剤、オルガノシラザン化合物、チタネート系カップリング剤などの１種以上の表面
処理剤で処理されていることが好ましい。表面処理剤の市販品としては、例えば、信越化
学工業（株）製「ＫＢＭ４０３」（３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン）、信
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越化学工業（株）製「ＫＢＭ８０３」（３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン）、
信越化学工業（株）製「ＫＢＥ９０３」（３－アミノプロピルトリエトキシシラン）、信
越化学工業（株）製「ＫＢＭ５７３」（Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン）、信越化学工業（株）製「ＳＺ－３１」（ヘキサメチルジシラザン）等が挙げら
れる。　 
【００３９】
　表面処理剤による表面処理の程度は、無機充填剤の単位表面積当たりのカーボン量によ
って評価することができる。無機充填剤の単位表面積当たりのカーボン量は、無機充填剤
の分散性向上の観点から、０．０２ｍｇ／ｍ２以上が好ましく、０．１ｍｇ／ｍ２以上が
より好ましく、０．２ｍｇ／ｍ２以上が更に好ましい。一方、樹脂組成物の溶融粘度やシ
ート形態での溶融粘度の上昇を防止する観点から、１ｍｇ／ｍ２以下が好ましく、０.８
ｍｇ／ｍ２以下がより好ましく、０．５ｍｇ／ｍ２以下が更に好ましい。　 
【００４０】
　無機充填剤の単位表面積当たりのカーボン量は、表面処理後の無機充填剤を溶剤（例え
ば、メチルエチルケトン（ＭＥＫ））により洗浄処理した後に測定することができる。具
体的には、溶剤として十分な量のＭＥＫを表面処理剤で表面処理された無機充填剤に加え
て、２５℃で５分間超音波洗浄する。上澄液を除去し、固形分を乾燥させた後、カーボン
分析計を用いて無機充填材の単位表面積当たりのカーボン量を測定することができる。カ
ーボン分析計としては、（株）堀場製作所製「ＥＭＩＡ－３２０Ｖ」等を使用することが
できる。　
【００４１】
　成分（Ｂ）の配合割合は、成分（Ａ）を１００重量部としたときに、好ましくは、０．
０１～１重量部であり、より好ましくは、０．０５～１重量部である。成分（Ｂ）の配合
割合が上記範囲より少ないと、ポリエチレン樹脂の分子鎖運動の抑制が十分に行われず、
体積抵抗率の改善が見られない。また、上記範囲よりも大きいと、無機充填剤が凝集し、
ポリエチレン樹脂中に分散して存在しないため、樹脂の分子鎖運動が抑制されない。
【００４２】
３．成分（Ｃ）
　本発明における成分（Ｃ）の有機過酸化物は、主に成分（Ａ）を架橋するために用いら
れる。
　有機過酸化物としては、分解温度（半減期が１時間である温度）が７０～１８０℃、特
に９０～１６０℃の有機過酸化物を用いることができる。このような有機過酸化物として
、例えば、ｔ－ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシ－２
－エチルヘキシルカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシアセテート、ｔ－ブチルパーオキ
シベンゾエート、ジクミルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチル
パーオキシ）ヘキサン、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ
（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシン－３、１，１－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）－３，３
，５－トリメチルシクロヘキサン、１，１－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロヘキサン
、メチルエチルケトンパーオキサイド、２，５－ジメチルヘキシル－２，５－ジパーオキ
シベンゾエート、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド、ｐ－メンタンハイドロパーオキサ
イド、ベンゾイルパーオキサイド、ｐ－クロルベンゾイルパーオキサイド、ｔ－ブチルパ
ーオキシイソブチレート、ヒドロキシヘプチルパーオキサイド、ジクロヘキサノンパーオ
キサイドなどが挙げられる。
【００４３】
　成分（Ｃ）の配合割合は、成分（Ａ）を１００重量部としたときに、好ましくは、０．
２～５重量部であり、より好ましくは、０．５～３重量部、さらに好ましくは、１～２重
量部である。成分（Ｃ）の配合割合が上記範囲よりも少ないと、架橋しないかまたは架橋
に時間がかかる。また、上記範囲よりも大きいと、分散が不十分となり架橋度が不均一に
なりやすい。
【００４４】
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４．ヒンダードアミン系光安定化剤
　本発明において、樹脂組成物にはヒンダードアミン系光安定化剤を配合することができ
る。ヒンダードアミン系光安定化剤は、ポリマーに対して有害なラジカル種を捕捉し、新
たなラジカルを発生しないようにするものである。ヒンダードアミン系光安定化剤には、
低分子量のものから高分子量のものまで多くの種類の化合物があるが、従来公知のもので
あれば、特に制限されずに用いることができる。
【００４５】
　低分子量のヒンダードアミン系光安定化剤としては、デカン二酸ビス（２，２，６，６
－テトラメチル－１（オクチルオキシ）－４－ピペリジニル）エステル、１，１－ジメチ
ルエチルヒドロパーオキサイド及びオクタンの反応生成物（分子量７３７）７０重量％と
ポリプロピレン３０重量％からなるもの；ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４
－ピペリジル）［［３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－４－ヒドロキシフェニル
］メチル］ブチルマロネート（分子量６８５）；ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチ
ル－４－ピペリジル）セバケート及びメチル－１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－
ピペリジルセバケート混合物（分子量５０９）；ビス（２，２，６，６－テトラメチル－
４－ピペリジル）セバケート（分子量４８１）；テトラキス（２，２，６，６－テトラメ
チル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート（分子量７９
１）；テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－１，２，３
，４－ブタンテトラカルボキシレート（分子量８４７）；２，２，６，６－テトラメチル
－４－ピペリジル－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレートとトリデシル－１，
２，３，４－ブタンテトラカルボキシレートの混合物（分子量９００）；１，２，２，６
，６－ペンタメチル－４－ピペリジル－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレート
とトリデシル－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレートの混合物（分子量９００
）などが挙げられる。
【００４６】
　高分子量のヒンダードアミン系光安定化剤としては、ポリ［｛６－（１，１，３，３－
テトラメチルブチル）アミノ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル｝｛（２，２，
６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝ヘキサメチレン｛（２，２，６，６－
テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝］（分子量２，０００～３，１００）；コハク
酸ジメチルと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリジンエタノー
ルの重合物（分子量３，１００～４，０００）；Ｎ，Ｎ’，Ｎ”，Ｎ”’－テトラキス－
（４，６－ビス－（ブチル－（Ｎ－メチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－
４－イル）アミノ）－トリアジン－２－イル）－４，７－ジアザデカン－１，１０－ジア
ミン（分子量２，２８６）と上記コハク酸ジメチルと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－
テトラメチル－１－ピペリジンエタノールの重合物の混合物；ジブチルアミン・１，３，
５－トリアジン・Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル－１
，６－ヘキサメチレンジアミンとＮ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル
）ブチルアミンの重縮合物（分子量２，６００～３，４００）、並びに、４－アクリロイ
ルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－アクリロイルオキシ－１，２
，２，６，６－ペンタメチルピペリジン、４－アクリロイルオキシ－１－エチル－２，２
，６，６－テトラメチルピペリジン、４－アクリロイルオキシ－１－プロピル－２，２，
６，６－テトラメチルピペリジン、４－アクリロイルオキシ－１－ブチル－２，２，６，
６－テトラメチルピペリジン、４－メタクリロイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチ
ルピペリジン、４－メタクリロイルオキシ－１，２，２，６，６－ペンタメチルペリジン
、４－メタクリロイルオキシ－１－エチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、
４－メタクリロイルオキシ－１－ブチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４
－クロトノイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－クロトノイルオ
キシ－１－プロピル－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン等の環状アミノビニル化
合物とエチレンとの共重合体などが挙げられる。上述したヒンダードアミン系光安定化剤
は、一種単独で用いられてもよく、二種以上を混合して用いてもよい。
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【００４７】
　これらの中でも、ヒンダードアミン系光安定化剤としては、ポリ［｛６－（１，１，３
，３－テトラメチルブチル）アミノ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル｝｛（２
，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝ヘキサメチレン｛（２，２，６
，６－テトラメチル－４－ピペリジル）イミノ｝］（分子量２，０００～３，１００）；
コハク酸ジメチルと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリジンエ
タノールの重合物（分子量３，１００～４，０００）；Ｎ，Ｎ’，Ｎ”，Ｎ”’－テトラ
キス－（４，６－ビス－（ブチル－（Ｎ－メチル－２，２，６，６－テトラメチルピペリ
ジン－４－イル）アミノ）－トリアジン－２－イル）－４，７－ジアザデカン－１，１０
－ジアミン（分子量２，２８６）と上記コハク酸ジメチルと４－ヒドロキシ－２，２，６
，６－テトラメチル－１－ピペリジンエタノールの重合物の混合物；ジブチルアミン・１
，３，５－トリアジン・Ｎ，Ｎ’－ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジ
ル－１，６－ヘキサメチレンジアミンとＮ－（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペ
リジル）ブチルアミンの重縮合物（分子量２，６００～３，４００）環状アミノビニル化
合物とエチレンとの共重合体を用いるのが好ましい。製品使用時に経時でのヒンダードア
ミン系光安定剤のブリードアウトが妨げられるからである。また、ヒンダードアミン系光
安定化剤は、融点が、６０℃以上であるものを用いるのが、組成物の作製しやすさの観点
から好ましい。
【００４８】
　本発明において、ヒンダードアミン系光安定化剤の含有量は、成分（Ａ）１００重量部
に対して、０．０１～２．５重量部とし、好ましくは０．０１～１．０重量部、より好ま
しくは０．０１～０．５重量部、さらに好ましくは０．０１～０．２重量部、最も好まし
くは０．０３～０．１重量部とするのがよい。
　前記含有量を０．０１重量部以上とすることにより安定化への効果が十分に得られ、２
．５重量部以下とすることによりヒンダードアミン系光安定化剤の過剰な添加による樹脂
の変色を抑えることができる
　また、本発明において、前記有機過酸化物（Ｃ）と前記ヒンダードアミン系光安定化剤
との重量比を、１：０．０１～１：１０とし、好ましくは１：０．０２～１：６．５とす
る。これにより、樹脂の黄変を顕著に抑制することが可能となる。
【００４９】
５．架橋助剤
　また、本発明の樹脂組成物には架橋助剤を配合することができる。架橋助剤は、架橋反
応を促進させ、エチレン・α－オレフィン共重合体の架橋度を高めるのに有効であり、そ
の具体例としては、ポリアリル化合物やポリ（メタ）アクリロキシ化合物のような多不飽
和化合物を例示することができる。
　より具体的には、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、ジアリルフ
タレート、ジアリルフマレート、ジアリルマレエートのようなポリアリル化合物、エチレ
ングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプ
ロパントリメタクリレートのようなポリ（メタ）アクリロキシ化合物、ジビニルベンゼン
などを挙げることができる。架橋助剤は、成分（Ａ）１００重量部に対し、０～５重量部
程度の割合で配合することができる。
【００５０】
６．紫外線吸収剤
　本発明の樹脂組成物には、紫外線吸収剤を配合することができる。紫外線吸収剤として
は、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、トリアジン系、サリチル酸エステル系な
ど各種タイプのものを挙げることができる。
　ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、例えば、２－ヒドロキシ－４－メトキシベン
ゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－２’－カルボキシベンゾフェノン、２－ヒ
ドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－ドデシルオキ
シベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクタデシルオキシベンゾフェノン、２－
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ヒドロキシ－４－ベンジルオキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－５－
スルホベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－５－クロロベンゾフェノン、２，４－ジヒドロ
キシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’
－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒ
ドロキシベンゾフェノンなどを挙げることができる。
【００５１】
　ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、ヒドロキシフェニル置換ベンゾトリアゾ
ール化合物であって、例えば、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾトリ
アゾール、２－（２－ヒドロキシ－５－ｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－
（２－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２－メチル
－４－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３－メチル－
５－ｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ
－アミルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチ
ルフェニル）ベンゾトリアゾール、などを挙げることができる。またトリアジン系紫外線
吸収剤としては、２－［４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリ
アジン－２－イル］－５－（オクチルオキシ）フェノール、２－（４，６－ジフェニル－
１，３，５－トリアジン－２－イル）－５－（ヘキシルオキシ）フェノールなどを挙げる
ことができる。サリチル酸エステル系としては、フェニルサリチレート、ｐ－オクチルフ
ェニルサリチレートなどを挙げることができる。
　これら紫外線吸収剤は、成分（Ａ）１００重量部に対し０～２．０重量部配合し、好ま
しくは０．０５～２．０重量部、より好ましくは０．１～１．０重量部、さらに好ましく
は０．１～０．５重量部、最も好ましくは０．２～０．４重量部配合するのがよい。
【００５２】
７．シランカップリング剤
　本発明の樹脂組成物には、樹脂を改質させる目的でシランカップリング剤を用いること
ができる。
　本発明におけるシランカップリング剤としては、例えばγ－クロロプロピルトリメトキ
シシラン；ビニルトリクロルシラン；ビニルトリエトキシシラン；ビニルトリメトキシシ
ラン；ビニル－トリス－（β－メトキシエトキシ）シラン；γ－メタクリロキシプロピル
トリメトキシシラン；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラ
ン；γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン；ビニルトリアセトキシシラン；γ－
メルカプトプロピルトリメトキシシラン；γ－アミノプロピルトリメトキシシラン；Ｎ－
β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロ
ピルトリメトキシシラン等を挙げることができる。好ましくは、ビニルトリメトキシシラ
ン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメ
トキシシランである。
　これらのシランカップリング剤は、成分（Ａ）１００重量部に対して０～５重量部使用
し、好ましくは０．０１～４重量部、より好ましくは０．０１～２重量部、さらに好まし
くは、０．０５～１重量部で使用される。
【００５３】
８．他の添加成分
　本発明の樹脂組成物には、本発明の目的を著しく損なわない範囲で、他の付加的任意成
分を配合することができる。このような任意成分としては、通常のポリオレフィン系樹脂
材料に使用される酸化防止剤、結晶核剤、透明化剤、滑剤、着色剤、分散剤、充填剤、蛍
光増白剤、紫外線吸収剤、光安定剤等を挙げることができる。
【００５４】
　また、本発明の樹脂組成物には、柔軟性等を付与するため、本発明の目的を損なわない
範囲で、潤滑油、チーグラー系又はメタロセン系触媒によって重合された結晶性のエチレ
ン・α－オレフィン共重合体及び／又はＥＢＲ、ＥＰＲ等のエチレン・α－オレフィンエ
ラストマー若しくはＳＥＢＳ、水添スチレンブロック共重合体等のスチレン系エラストマ
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ー等のゴム系化合物を３～７５重量部配合することもできる。さらに、溶融張力等を付与
するため、高圧法低密度ポリエチレンを３～７５重量部配合することもできる。
【００５５】
ＩＩ．太陽電池封止材及び太陽電池
　本発明の太陽電池封止材（以下、単に封止材ともいう）は、上記樹脂組成物をペレット
化し、あるいはシート化したものである。この太陽電池封止材を用いれば、太陽電池素子
を上下の保護材とともに固定することにより太陽電池モジュールを製作することができる
。このような太陽電池モジュールとしては、種々のタイプのものを例示することができる
。例えば上部透明保護材／封止材／太陽電池素子／封止材／下部保護材のように太陽電池
素子の両側から封止材で挟む構成のもの、下部基板保護材の内周面上に形成させた太陽電
池素子上に封止材と上部透明保護材を形成させるような構成のもの、上部透明保護材の内
周面上に形成させた太陽電池素子、例えばフッ素樹脂系透明保護材上にアモルファス太陽
電池素子をスパッタリング等で作成したものの上に封止材と下部保護材を形成させるよう
な構成のものなどを挙げることができる。
【００５６】
　太陽電池素子としては、特に制限されず、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルフ
ァスシリコンなどのシリコン系、ガリウム－砒素、銅－インジウム－セレン、カドミウム
－テルルなどのＩＩＩ－Ｖ族やＩＩ－ＶＩ族化合物半導体系等の各種太陽電池素子を用い
ることができる。本発明においては、基板としてガラスを用いたものが好ましい。
【００５７】
　太陽電池モジュールを構成する上部保護材としては、ガラス、アクリル樹脂、ポリカー
ボネート、ポリエステル、フッ素含有樹脂などを例示することができる。また、下部保護
材としては、金属や各種熱可塑性樹脂フィルムなどの単体もしくは多層のシートであり、
例えば、錫、アルミ、ステンレススチールなどの金属、ガラス等の無機材料、ポリエステ
ル、無機物蒸着ポリエステル、フッ素含有樹脂、ポリオレフィンなどの１層もしくは多層
の保護材を例示することができる。このような上部及び／又は下部の保護材には、封止材
との接着性を高めるためにプライマー処理を施すことができる。本発明においては、上部
保護材としてガラスが好ましい。
【００５８】
　本発明の太陽電池封止材は、ペレットとして使用してもよいが、通常、０．１～１ｍｍ
程度の厚みのシート状に成形して使用される。０．１ｍｍよりも薄いと強度が小さく、接
着が不十分となり、１ｍｍよりも厚いと透明性が低下して問題になる場合がある。好まし
い厚さは、０．１～０．８ｍｍである。
【００５９】
　シート状太陽電池封止材は、Ｔ－ダイ押出機、カレンダー成形機などを使用する公知の
シート成形法によって製造することができる。例えばエチレン・α－オレフィン共重合体
に、架橋剤を添加し、必要に応じて、ヒンダードアミン系光安定化剤、さらには架橋助剤
、シランカップリング剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、光安定剤等の添加剤を予めドライ
ブレンドしてＴ－ダイ押出機のホッパーから供給し、８０～１５０℃の押出温度において
、シート状に押出成形することによって得ることができる。これらドライブレンドに際し
て、一部又は全部の添加剤は、マスターバッチの形で使用することができる。またＴ－ダ
イ押出やカレンダー成形において、予め非晶性α－オレフィン系共重合体に一部又は全部
の添加剤を、一軸押出機、二軸押出機、バンバリーミキサー、ニーダーなどを用いて溶融
混合して得た樹脂組成物を使用することもできる。成形されたシートは、容易に保管およ
び輸送するために紙管に巻き取られるが、このときにシート同士が密着（ブロッキングが
発生）することがある。ブロッキングが発生してしまうと、次の工程でシートを繰り出し
て使用する際に、安定して繰り出すことができず、生産性が低下してしまう。
【００６０】
　太陽電池モジュールを製造するに当たっては、本発明の封止材のシートを予め作ってお
き、封止材の樹脂組成物が溶融する温度、例えば１５０～２００℃で圧着するという方法
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によって、前記のような構成のモジュールを形成することができる。また本発明の封止材
を押出コーティングすることによって太陽電池素子や上部保護材あるいは下部保護材と積
層する方法を採用すれば、わざわざシート成形することなく一段階で太陽電池モジュール
を製造することが可能である。したがって本発明の封止材を使用すれば、モジュールの生
産性を格段に改良することができる。
【００６１】
　一方、太陽電池モジュールを製造する際、有機過酸化物が実質的に分解せず、かつ本発
明の封止材料が溶融するような温度で、太陽電池素子や保護材に該封止材を仮接着し、次
いで昇温して充分な接着とエチレン・α－オレフィン共重合体の架橋を行うこともできる
。この場合は、封止材層の融点（ＤＳＣ法）が８５℃以上、１５０℃の貯蔵弾性率が１０
３Ｐａ以上の耐熱性が良好な太陽電池モジュールを得るために、封止材層におけるゲル分
率（試料１ｇをキシレン１００ｍｌに浸漬し、１１０℃、２４時間加熱した後、４０メッ
シュ金網で濾過し未溶融分の質量分率を測定）が５０～９８％、好ましくは７０～９５％
程度になるように架橋するのがよい。
【００６２】
　太陽電池素子の封止作業では、太陽電池素子を上記本発明の封止材でカバーした後、有
機過酸化物が分解しない程度の温度に数分から１０分程度加熱して仮接着し、次に、オー
ブン内において有機過酸化物が分解する１５０～２００℃程度の高温で５分から３０分間
加熱処理して接着させる等の方法がある。
【実施例】
【００６３】
　以下、本発明を実施例によって、具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。なお、実施例、比較例で用いた評価方法及び使用樹脂は、以
下の通りである。
【００６４】
１．樹脂物性の評価方法
（１）メルトフローレート（ＭＦＲ）
　前述の通り、エチレン・α－オレフィン共重合体のＭＦＲは、ＪＩＳ－Ｋ６９２２－２
：１９９７附属書（１９０℃、２１．１８Ｎ荷重）に準拠して測定した。
（２）密度
　前述の通り、エチレン・α－オレフィン共重合体の密度は、ＪＩＳ－Ｋ６９２２－２：
１９９７附属書（２３℃、低密度ポリエチレンの場合）に準拠して測定した。
【００６５】
（３）分岐数および二重結合数
　ポリマー中の分岐数（Ｎ）は、１３Ｃ－ＮＭＲにより、ビニル、ビニリデン、シス・ト
ランス－ビニレンの合計、三置換－ビニレンは、１Ｈ－ＮＭＲにより、次の条件で測定し
、コモノマー量は、主鎖及び側鎖の合計１０００個の炭素あたりの個数で求めた。
装置：ブルカー・バイオスピン（株）ＡＶＡＮＣＥ　ＩＩＩ　ｃｒｙｏ－４００ＭＨｚ
溶媒：ｏ－ジクロロベンゼン／重化ブロモベンゼン＝８／２混合溶液
＜試料量＞
４６０ｍｇ／２．３ｍｌ
＜１３Ｃ－ＮＭＲ＞
・１Ｈデカップル、ＮＯＥあり
・積算回数：２５６ｓｃａｎ
・フリップ角：９０°
・パルス間隔２０秒・ＡＱ（取り込み時間）＝５．４５ｓ　Ｄ１（待ち時間）＝１４．５
５ｓ
＜１Ｈ－ＮＭＲ＞
・積算回数：１４００ｓｃａｎ
・フリップ角：１．０３°



(16) JP 2017-183479 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

・ＡＱ（取り込み時間）＝１．８ｓ　Ｄ１（待ち時間）＝０．０１ｓ
【００６６】
２．押出成形物の評価方法
（１）体積抵抗率
　厚み０．７ｍｍのプレスシートを１０ｃｍ×１０ｃｍのサイズに裁断し、次の条件にて
測定した。
装置：エーディーシー社製　微小電流計Ｒ８３４０Ａ
　　　エーディーシー社製　測定チャンバー１２７０４Ａ
温度：２３℃
印加電圧：５００Ｖ
【００６７】
（２）架橋性・耐熱性（ゲル分率３０分／％）
　得られたペレットを、１５０℃－０ｋｇ／ｃｍ２の条件で、１分予熱した後、１５０℃
－１００ｋｇ／ｃｍ２の条件で２９分加圧（１５０℃で３０分間プレス成形）し、その後
、３０℃に設定された冷却プレスに１００ｋｇ／ｃｍ２の加圧の条件で、１０分間冷却す
ることで、厚み０．７ｍｍの架橋済シートを作製した。厚み０．７ｍｍのシートのゲル分
率で評価した。ゲル分率が高いほど架橋が進行しており、耐熱性が高いと評価できる。ゲ
ル分率が７０ｗｔ％以上のものを、耐熱性評価「○」とした。尚、ゲル分率は、当該シー
トを、約１ｇを切り取り精秤して、キシレン１００ｃｃに浸漬し１１０℃で２４時間処理
し、ろ過後残渣を乾燥し精秤して、処理前の重量で割りゲル分率を算出する。
（３）機械的強度（最大トルク）
　得られたペレットを、９０℃－０ｋｇ／ｃｍ２の条件で、３分予熱した後、９０℃－１
００ｋｇ／ｃｍ２の条件で２分加圧（９０℃で５分間プレス成形）し、その後、３０℃に
設定された冷却プレスに１００ｋｇ／ｃｍ２の加圧の条件で、５分間冷却することで、厚
み１．５ｍｍの未架橋シートを作製した。該シートを用いて、キュラストメーター７（Ｊ
ＳＲトレーディング社製）にてトルクカーブ測定を実施した。測定はＪＩＳ－Ｋ６３００
－２に準拠し、１５０℃にて３０分間行った。得られたトルクデータの最大値で評価した
。
【００６８】
３．使用原料
（１）成分（Ａ）：エチレン・α－オレフィン共重合体
　下記製造方法により製造したエチレン・α－オレフィン共重合体（ＰＥ－１、ＰＥ－２
）を実施例および比較例として用いた。また、下記市販のエチレン・α－オレフィン共重
合体（ＰＥ－３、ＰＥ－４）についても比較例として用いた。物性を表１に示す。
（ＰＥ－３）：三井化学社製　タフマーＡ－４０８５Ｓ
（ＰＥ－４）：ＤＥＸ　Ｐｌａｓｔｏｍｅｒｓ社製　Ｅｘａｃｔ８２３０
【００６９】
＜エチレン・α－オレフィン共重合体の製造方法＞
（ｉ）ＰＥ－１、ＰＥ－２の重合方法
　特開平１０－２１８９２１号公報に記載された方法で調製した錯体「ｒａｃ－ジメチル
シリレンビスインデニルハフニウムジメチル」０．３ｍｍｏｌと、０．６ｍｍｏｌの「Ｎ
，Ｎ－ジメチルアニリニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート」を３０Ｌ
のトルエンに溶解して触媒溶液を調製した。
　内容積５．０Ｌの撹拌式オートクレーブ型連続反応器を用い、反応器内の圧力を８０Ｍ
Ｐａに保ち、エチレンを３７ｗｔ％、プロピレンを２７ｗｔ％、１－ヘキセンを３６ｗｔ
％となるように５５ｋｇ／時の割合で原料ガスを連続的に供給した。また、上記触媒溶液
を連続的に供給し、重合温度は１８０～２３０℃の範囲内で適宜調整することで、ＰＥ－
１、ＰＥ－２のエチレン・α－オレフィン共重合体を得た。
【００７０】
（２）成分（Ｂ）：無機充填剤
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　平均粒径が１μｍ以下の無機充填剤として、酸化マグネシウム（タテホ化学工業社製、
ＰＵＲＥＭＡＧ（登録商標）　ＦＮＭ－Ｇ：一次粒子の平均粒径０．５μｍ：純度９９．
９９％以上、Ｃｌイオン濃度１０ｐｐｍ以下）またはシリカ（アドマテックス社製　ＳＣ
２００Ｇ－ＳＱＶ：一次粒子の平均粒径０．５μｍ）を用いた。なお、平均粒径は、レー
ザー回折散乱法により測定したメディアン５０％粒径である。
【００７１】
（３）有機過酸化物：ｔ－ブチルパーオキシ２－エチルヘキシルカーボネート（アルケマ
吉富社製、ルペロックスＴＢＥＣ）
（４）ヒンダードアミン系光安定剤：コハク酸ジメチルと４－ヒドロキシ－２，２，６，
６－テトラメチル－１－ピペリジンエタノールの重合物（ＢＡＳＦ社製、ＴＩＮＵＶＩＮ
　６２２ＬＤ）
（５）紫外線吸収剤：２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノン（サンケミカ
ル社製、ＣＹＴＥＣ　ＵＶ５３１）
（６）シランカップリング剤：γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン（信越化
学工業社製、ＫＢＭ５０３）
（７）酸化防止剤：ｎ－オクタデシル－３－（３‘，５’－ジ－ｔ－ブチル－４‘－ヒド
ロキシフェニル）プロピオネート（ＢＡＳＦ社製、ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６）
【００７２】
（実施例１）
　ポリエチレン樹脂（ＰＥ－１）１００重量部に対して、無機充填剤として、酸化マグネ
シウム（タテホ化学工業社製、ＰＵＲＥＭＡＧ　ＦＮＭ－Ｇ）を０．１重量部、有機過酸
化物として、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルへキシルカーボネイト（アルケマ吉富社
製、ＴＢＥＣ）を１．０重量部、ヒンダードアミン系光安定化剤として、コハク酸ジメチ
ルと４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリジンエタノールの重合
物（ＢＡＳＦ社製、ＴＩＮＵＶＩＮ　６２２ＬＤ）０．０５重量部、紫外線吸収剤として
、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフェノン（サンケミカル社製　ＣＹＴＥＣ
　ＵＶ５３１）０．３重量部、シランカップリング剤として、γ－メタクリロキシプロピ
ルトリメトキシシラン（信越化学工業社製、ＫＢＭ５０３）０．３重量部、酸化防止剤と
して、ｎ－オクダデシル－３－（３’，５’－ジ－ｔ－ブチル－４’－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオネート（ＢＡＳＦ社製　ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６）０．０２５重量部を配合
した。これを十分に混合し、４０ｍｍφ単軸押出機を用いて設定温度１００℃、押出量（
１７ｋｇ／時）の条件でペレット化した。
　得られたペレットを、１５０℃－０ｋｇ／ｃｍ２の条件で、３分予熱した後、１５０℃
－１００ｋｇ／ｃｍ２の条件で２７分加圧（１５０℃で３０分間プレス成形）し、その後
、３０℃に設定された冷却プレスに１００ｋｇ／ｃｍ２の加圧の条件で、１０分間冷却す
ることで、厚み０．７ｍｍの架橋済みシートを作製した。シートの体積抵抗率、耐熱性、
機械的強度を測定、評価した。
【００７３】
（実施例２）
　実施例１において、酸化マグネシウムに替えて、シリカ（アドマテックス社製　ＳＣ２
００Ｇ－ＳＱＶ）を用いた以外は、実施例１と同様にシートを作製した。評価結果を表１
に示す。
【００７４】
（実施例３）
　実施例１において、ＰＥ－１に替えて、ＰＥ－２を用いた以外は、実施例１と同様にシ
ートを作製した。評価結果を表１に示す。
【００７５】
（実施例４）
　実施例３において、酸化マグネシウムに替えて、シリカ（アドマテックス社製　ＳＣ２
００Ｇ－ＳＱＶ）を用いた以外は、実施例３と同様にシートを作製した。評価結果を表１
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に示す。
【００７６】
（比較例１）
　実施例１において、酸化マグネシウムを配合しない以外は、実施例１と同様にシートを
作製した。評価結果を表１に示す。
【００７７】
（比較例２）
　実施例３において、酸化マグネシウムを配合しない以外は、実施例１と同様にシートを
作製した。評価結果を表１に示す。
【００７８】
（比較例３）
　比較例１において、ＰＥ－１に替えて、ＰＥ－３を用いた以外は、比較例１と同様にシ
ートを作製した。評価結果を表１に示す。
【００７９】
（比較例４）
　比較例１において、ＰＥ－１に替えて、ＰＥ－４を用いた以外は、比較例１と同様にシ
ートを作製した。評価結果を表１に示す。
【００８０】
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【００８１】
（評価）
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　この結果、表１から明らかなように、実施例１～４では、本発明のポリエチレン樹脂組
成物を用いているために、これを押出成形して得られたシートは、架橋特性がよく、耐熱
性、絶縁性に優れている。
　これに対して、比較例１、２では、架橋特性、耐熱性は良いものの、体積抵抗率が低く
絶縁性は低い。また、比較例３、４では耐熱性あるいは機械強度が低く、かつ体積抵抗率
も低いことから、耐候性が低い結果となった。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の太陽電池封止材用ポリエチレン樹脂組成物は高い絶縁性および、架橋特性が良
く高い耐熱性を持ち、しかも機械強度等に優れるので太陽電池封止材として好ましく利用
される。



(21) JP 2017-183479 A 2017.10.5

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100151448
            弁理士　青木　孝博
(74)代理人  100183519
            弁理士　櫻田　芳恵
(74)代理人  100196483
            弁理士　川嵜　洋祐
(74)代理人  100203035
            弁理士　五味渕　琢也
(74)代理人  100185959
            弁理士　今藤　敏和
(74)代理人  100160749
            弁理士　飯野　陽一
(74)代理人  100160255
            弁理士　市川　祐輔
(74)代理人  100146318
            弁理士　岩瀬　吉和
(74)代理人  100127812
            弁理士　城山　康文
(72)発明者  増村　千晶
            神奈川県川崎市川崎区夜光二丁目３番２号　日本ポリエチレン株式会社内
(72)発明者  上野　真寛
            神奈川県川崎市川崎区夜光二丁目３番２号　日本ポリエチレン株式会社内
Ｆターム(参考) 4H017 AA04  AA25  AA27  AB07  AC19  AD06  AE05 
　　　　 　　  4J100 AA02P AA03Q AA16R CA04  CA05  CA10  DA13  DA14  DA19  DA42 
　　　　 　　        FA10  FA19  JA03  JA43 
　　　　 　　  5F151 JA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

